
平 成 ２ ５ 年 度 入 札 制 度 改 正 

 

 

小松市行政管理部管財課 

（平成２５年７月１日改正） 

 

 

１．一般競争入札に関する改正 

 （１）「小松市条件付き一般競争入札実施要領」第２条（対象工事）を改正しました。 

改 正 前 改 正 後 

（対象工事） 

第２条 

 条件付き一般競争入札の対象となる工事

は、発注予定金額が１千５百万円以上の工事

とする。 

（対象工事） 

第２条 

 条件付き一般競争入札の対象となる工

事は、発注予定金額が１千万円以上の工事

とする。 

 

（２）「低入札価格調査制度実施要領」第２条（対象工事）を改正しました。 

改 正 前 改 正 後 

（対象工事） 

第２条  

 低入札価格調査制度の対象は、発注予定金

額が１千５百万円以上の建設工事に係る入

札とする。 

（対象工事） 

第２条 

 低入札価格調査制度の対象は、発注予定

金額が１千万円以上の建設工事に係る入

札とする。 

 

 

２．指名基準に関する改正 

 （１）「小松市における工事等契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名基準取扱要綱」 

第１１条別表第３ １工事別入札参加資格に対する発注予定金額の範囲（土木一式工事、設

備工事）の[備考]欄を改正しました。 

   ●土木一式工事  別紙１のとおり 

   ●設備工事  別紙２のとおり 

 

 （２）「小松市における工事等契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名基準取扱要綱」 

第１２条別表第４ 選定事項の運用基準を改正しました。 

   ●別紙３のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.komatsu.lg.jp/secure/8630/1ippanyouryou.pdf
http://www.city.komatsu.lg.jp/secure/8630/2teinyuujissiyouryou.pdf
https://www.city.komatsu.lg.jp/secure/8630/3simeikijunyoukou.pdf
https://www.city.komatsu.lg.jp/secure/8630/3simeikijunyoukou.pdf


３．競争入札参加資格に関する改正 

「市内・準市内業者認定基準要領」を制定しました。 

【概要】 

    競争入札参加資格を公平かつ公正に処理するため、市内業者及び準市内業者として認定する

にあたり、必要な要件を定めました。 

   ●市内業者及び準市内業者の定義 

   ●(1)事務所の形態、(2)営業活動の実態、(3)人的配置の状況、(4)その他必要な事項 

の営業所認定要件 

   ●『市内営業所登録申請書』及び『申請書に関する誓約書』の提出の義務づけ 

   ●訪問調査に関する事項 

 

４．入札契約等に係る情報の公表に関する改正 

 「小松市入札契約等に係る情報の公表に関する要綱」を改正しました。 

   ●指名業者名の公表の時期を「指名競争入札執行通知時又は見積書徴収通知時」から、「落札

者の決定後又は契約の相手方及び契約金額決定後」に改正し、事後公表としました。 

 

５．前払金制度に関する改正 

 （１）「小松市公共工事の前金払取扱要綱」を制定しました。 

   ●公共工事の中間前金払の取扱いを含めた前金払取扱い要綱を新設しました。 

   ●２年度以上にわたる契約における前金払は、特約に基づく各年度ごとの支払限度額に応ずる

出来高予定額に対して規定の割合の金額を請求することができます。 

   ●前金払の請求は、契約締結日から３０日以内としました。 

   ●５,０００万円の前払金限度額を廃止しました。 

   ※平成２５年７月１日以後の公告及び指名通知文について適用します。 

（２）「小松市公共工事の中間前金払取扱要綱」は廃止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.komatsu.lg.jp/secure/8630/8sinaijunsinaininteiyouroyu.pdf
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小松市における工事等契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名基準取扱要綱 

『新旧対照表』 

【旧】 

別表第３（第１１条関係） 

  １ 工事別入札参加資格に対する発注予定金額の範囲 

土

木

一

式

工

事 

格 付 総 合 点 数 発 注 予 定 金 額 

 Ａ ８５０点以上 ３，０００万円以上 

 Ｂ ７１０点以上、８５０点未満 １，５００万円以上、３，０００万円未満 

 Ｃ ５９０点以上、７１０点未満   ５００万円以上、１，５００万円未満 

 Ｄ ５９０点未満   ５００万円未満 

  ［備考］①ただし、上位又は直近下位の級に属する業者を選定できるものとする。 

      ②発注予定金額が５百万円以上１千５百万円未満の工事に対するＡランク業者の指名は、 

       当該工事箇所が事業所の所在地と同一小学校下の場合に限り指名できるものとする。 

      ③発注予定金額が５百万円未満の工事に対するＡランク業者の指名は、当該工事箇所が事業 

       所及び代表者自宅が同一町内の場合に限り指名できるものとする。 

      ④小松市と除雪契約締結業者は、各年度契約始期から１年間、対象町内の発注工事に指名で

きるものとする。ただし、Ａランク業者は５百万円未満の工事に適用しない（③を除く）。 

 

 

 

【新】 

別表第３（第１１条関係） 

  １ 工事別入札参加資格に対する発注予定金額の範囲 

土

木

一

式

工

事 

格 付 総 合 点 数 発 注 予 定 金 額 

 Ａ ８５０点以上 ３，０００万円以上 

 Ｂ ７１０点以上、８５０点未満 １，５００万円以上、３，０００万円未満 

 Ｃ ５９０点以上、７１０点未満   ５００万円以上、１，５００万円未満 

 Ｄ ５９０点未満   ５００万円未満 

  ［備考］①ただし、上位又は直近下位の級に属する業者を選定できるものとする。 

      ②発注予定金額が５百万円以上１千万円未満の工事に対するＡランク業者の指名は、 

       当該工事箇所が事業所の所在地と同一小学校下の場合に限り指名できるものとする。 

      ③発注予定金額が５百万円未満の工事に対するＡランク業者の指名は、当該工事箇所が事業 

     所及び代表者自宅が同一町内の場合に限り指名できるものとする。 

      ④小松市と除雪契約締結業者は、各年度契約始期から１年間、対象町内の発注工事に指名で

きるものとする。ただし、Ａランク業者は５百万円未満の工事に適用しない（③を除く）。 

 

別紙１ 



【旧】 

 

設

備

工

事 

格 付 総 合 点 数 発 注 予 定 金 額 

 Ａ ７７０点以上 １，５００万円以上 

 Ｂ ６８０点以上、７７０点未満 ８００万円以上、１，５００万円未満 

 Ｃ ６１０点以上、６８０点未満   ３００万円以上、  ８００万円未満 

 Ｄ ６１０点未満   ３００万円未満 

  ［備考］①ただし、上位又は直近下位の級に属する業者を選定できるものとする。 

      ②発注予定金額が８百万円未満の工事に対するＡランク業者の指名は、当該工事箇所が 

事業所の所在地と同一町内の場合に限り指名できるものとする。 

      ③上記①②は管工事について適用することとし、他の業種については上位又は直近下位 

       の級に属する業者を選定できるものとする。 

 

 

【新】 

 

設

備

工

事 

格 付 総 合 点 数 発 注 予 定 金 額 

 Ａ ７７０点以上 １，５００万円以上 

 Ｂ ６８０点以上、７７０点未満 ８００万円以上、１，５００万円未満 

 Ｃ ６１０点以上、６８０点未満   ３００万円以上、  ８００万円未満 

 Ｄ ６１０点未満   ３００万円未満 

［備考］①ただし、上位又は直近下位の級に属する業者を選定できるものとする。 

②管工事については、次のとおり業者を選定できるものとする。 

ア 発注予定金額が３百万円以上８百万円未満の工事に対するＡランク業者の指名は、 

当該工事箇所が事業所の所在地と同一小学校下の場合に限り指名できるものとする。 

イ 発注予定金額が３百万円未満の工事に対するＡランク業者の指名は、当該工事箇所 

が事業所の所在地と同一町内の場合に限り指名できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 



別表第４（第１２条関係） 

選定事項の運用基準                       

 

選 定 事 項 運    用    基    準 

１ 不誠実な行為の有無その他 

 信用状態 

 

 

 

 

 

 

２ 工事の成績 

 

 

 

３ 工事施工能力 

 

４ 技術的適性 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 地域条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 地域貢献度 

 

 

 

 

次の事項に該当する場合は、指名しないものとする。 

①小松市建設工事等請負業者の指名停止に関する要領に基づく指名停止期間

中であるとき。 

②小松市の事務事業等における暴力団排除に関する要綱に基づく排除措置対

象者で、請負者として不適当であると認められるとき。 

③手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があ

り、経営状態が著しく不健全であると認められるとき。 

 

①工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案するものとする。 

②優良工事の表彰等を受けていること等、工事の成績が特に優良である場合は

十分尊重するものとする。 

 

完成工事高、有資格技術職員数を勘案するものとする。 

 

次の事項に該当する場合は、技術的適性を評価するものとする。 

①当該工事と同種工事について相当の施工実績がある。 

②当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められる。 

③当該工事が下記の内容である。 

 ア.新工法を採用した工事 

 イ.施工条件が厳しい工事 

 ウ.第三者に対する影響が大きい工事 

 エ.トンネル・橋梁などの重要構造物工事 

 

①当該工事箇所の地域性を十分配慮し、工事規模と業者の格付けの関係及び事

業所所在地の関係において、次の順序を優先して選定する。 

ア． 発注予定金額の格付けに属する業者（上位及び直近下位の級を含む）

で、当該工事箇所と同一小学校下内に所在する業者 

イ． 発注予定金額の格付けに属する業者（上位及び直近下位の級を含む）

で、当該工事箇所と同一中学校下内に所在する業者 

ウ． 発注予定金額の格付けに属する業者（上位及び直近下位の級を含む）

で、当該工事箇所の中学校下に隣接する小学校下内に所在する業者 

エ． ア、イ、ウの順で、かつ、指名業者数に不足のときは、近接度を勘案

し発注予定金額の級に属する業者 

 

①小松市との除雪契約業者に対しては、契約地域に係る土木一式工事等にあた

り、十分配慮するものとする。 

②小松市との水道施設保安修繕契約業者に対しては、水道施設の管工事にあた

り、十分配慮するものとする。 

 

別紙３ 



７ 同種同一工区工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 軽微な工事 

①同種同一工区（同一分区を含む。）の分割発注工事において、落札した業者は同

一年度内において以降に発注される同種同一工区（同一分区を含む。）の工事に

指名しないものとする。ただし、梯川処理区については安宅、梯、平面、荒屋の

４分区を、川辺、国府の２分区を同一工区とみなす。また管工事のうち、支障水

道管布設替工事も同様とする。 

②その他の管工事については、同一町内会の区域内での工事中の業者に対する指名

はしないものとする。ただし、安宅町、今江町、向本折町の場合は丁目等に区分

するものとする。 

 

請負金額がともに500万円未満の工事（前項該当工事を除く。）に限り、現場代理

人及び主任技術者等の選任上、２つの工事を１工事現場とみなした運用ができるも

のとして、地域性の高い軽微な工事の受注機会に配慮する。 

 


